
（別表１の１） 
障害者福祉サービス（居住系サービス）における施設入所支援に係る支給決定を受けた者及

び療養介護に係る支給決定を受けた者（指定療養介護医療費等に相当する部分を除く）に係

る給付期間並びに給付の上限額 

区分 年度 給付の上限額（月額） 

市民税所得割額２８万円未満

の世帯に属する２０歳未満の

者 

令和６年度 9,300 円 

令和７年度及び令和８年度 7,000 円 

令和９年度及び令和１０年度 4,700 円 

令和１１年度及び令和１２年度 2,400 円 

２０歳以上の者 令和６年度 37,200 円 

令和７年度及び令和８年度 27,900 円 

令和９年度及び令和１０年度 18,600 円 

令和１１年度及び令和１２年度 9,300 円 

備考１ 「市民税所得割額２８万円未満の世帯に属する２０歳未満の者」とは、障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（以下「障害者総合支援法施行

令」という。）第１７条第２号イに規定する者をいう。 
２ 「２０歳以上の者」とは、障害者総合支援法施行令第１７条第１号に規定する者をいう。 

 
（別表１の２） 
障害者福祉サービス（居住系サービス）における共同生活援助に係る支給決定を受けた者に

係る給付期間及び給付の上限額 

区分 年度 給付の上限額（月額） 

市民税所得割額１６万円未満

の世帯に属する者 

令和６年度 18,600 円 

令和７年度及び令和８年度 14,000 円 

令和９年度及び令和１０年度 9,300 円 

令和１１年度及び令和１２年度 4,700 円 

備考 「市民税所得割額１６万円未満の世帯に属する者」とは、京都市障害者在宅自立支援

費支給要綱第４条に規定する者をいう。 

 
  



（別表１の３） 
障害者福祉サービス（居住系サービス）における特定障害者特別給付費等に相当する部分に

係る給付期間及び給付額 

年度 給付額（月額） 

令和６年度 均等割減免制度の適用があるとした場合に給付することとなる額 

令和７年度及び 
令和８年度 

均等割減免制度の適用があるとした場合に給付することとなる額

に１００分の７５を乗じて得た額 

令和９年度及び 
令和１０年度 

均等割減免制度の適用があるとした場合に給付することとなる額

に１００分の５０を乗じて得た額 

令和１１年度及び 
令和１２年度 

均等割減免制度の適用があるとした場合に給付することとなる額

に１００分の２５を乗じて得た額 

備考 「均等割減免制度の適用があるとした場合に給付することとなる額」とは、均等割減

免制度の適用があるとした場合に、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律施行令第２１条第１項第１号の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の

負担限度額の算定方法」（平成１９年厚生労働省告示第１３３号）により算定した額又は、

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第２１条第１項

第２号の規定に基づき居住費の基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額」（平成

２３年厚生労働省告示第３５４号）に規定する基準費用額に相当する額をいう。 

 
（別表１の４） 
障害者福祉サービス（居住系サービス）における指定療養介護医療費等に相当する部分（２

０歳以上である特定障害者に係るものに限る。）に係る給付期間及び給付の上限額 

年度 給付の上限額（月額） 

令和６年度 課税（均等割減免制度の適用がない場合）の負担上限月額（食費・

福祉・医療の上限額の合計額）と均等割減免制度の適用があるとし

た場合に算定することとなる負担上限月額の差額 

令和７年度及び 
令和８年度 

課税（均等割減免制度の適用がない場合）の負担上限月額（食費・

福祉・医療の上限額の合計額）と均等割減免制度の適用があるとし

た場合に算定することとなる負担上限月額の差額に１００分の７

５を乗じて得た額 

令和９年度及び 
令和１０年度 

課税（均等割減免制度の適用がない場合）の負担上限月額（食費・

福祉・医療の上限額の合計額）と均等割減免制度の適用があるとし

た場合に算定することとなる負担上限月額の差額に１００分の５

０を乗じて得た額 

令和１１年度及び 
令和１２年度 

課税（均等割減免制度の適用がない場合）の負担上限月額（食費・

福祉・医療の上限額の合計額）と均等割減免制度の適用があるとし

た場合に算定することとなる負担上限月額の差額に１００分の２

５を乗じて得た額 

備考 「課税（均等割減免制度の適用がない場合）の負担上限月額」とは、障害者総合支援

法施行令第４２条の４及び附則第第１３条の２の規定により算定する負担上限月額をい

う。 

  



（別表２） 
障害福祉サービス（訪問系・日中活動系サービス等）に係る給付期間及び給付の上限額 

区分 年度 給付の上限額（月額） 

所得割額が２８万円未満の世帯に属する

１８歳未満の者 
令和６年度 4,600 円 

令和７年度 3,500 円 

令和８年度 2,300 円 

令和９年度 1,200 円 

所得割額が１６万円未満の世帯に属する

１８歳以上の者 
令和６年度 9,300 円 

令和７年度 7,000 円 

令和８年度 4,700 円 

令和９年度 2,400 円 

備考１ 「所得割額が２８万円未満の世帯に属する１８歳未満の者」とは、障害者総合支援

法施行令第１７条第３号に規定する者をいう。 
２ 「所得割額が１６万円未満の世帯に属する１８歳以上の者」とは、障害者総合支援法施

行令第１７条第２号ロに規定する者をいう。 

 
（別表３） 
補装具費に係る給付期間及び給付の上限額 

区分 年度 給付の上限額（月額） 

所得割額が１６万円未満の世帯に属する

１８歳以上の者又は 
市民税課税世帯に属する１８歳未満の者 

令和６年度 18,600 円 

令和７年度 14,000 円 

令和８年度 9,300 円 

令和９年度 4,700 円 

備考 「所得割額が１６万円未満の世帯に属する１８歳以上の者」又は「市民税課税世帯に

属する１８歳未満の者」とは、京都市障害者在宅自立支援費支給要綱第４条第１項に規定

する者をいう。 

  



（別表４） 
地域生活支援事業（日常生活用具を除く。）に係る給付期間及び給付の上限額 

区分 年度 給付の上限額（月額） 

所得割額が２８万円未満の世帯に属する

１８歳未満の者 
令和６年度 4,600 円 

令和７年度 3,500 円 

令和８年度 2,300 円 

令和９年度 1,200 円 

所得割額が１６万円未満の世帯に属する

１８歳以上の者 
令和６年度 9,300 円 

令和７年度 7,000 円 

令和８年度 4,700 円 

令和９年度 2,400 円 

備考１ 「所得割額が２８万円未満の世帯に属する１８歳未満の者」とは、京都市地域生活

支援事業に係る利用者負担等に関する要綱（以下この表において「要綱」という。）第４

条第３号に規定する者をいう。 
２ 「所得割額が１６万円未満の世帯に属する１８歳以上の者」とは、要綱第４条第２号に

規定する者をいう。 
 
（別表５） 
日常生活用具に係る給付期間及び給付の上限額 

区分 年度 給付の上限額（月額） 

所得割額が１６万円未満の世帯に属する

１８歳以上の者又は 
市民税課税世帯に属する１８歳未満の者 

令和６年度 18,600 円 

令和７年度 14,000 円 

令和８年度 9,300 円 

令和９年度 4,700 円 

備考 「所得割額が１６万円未満の世帯に属する１８歳以上の者」又は「市民税課税世帯に

属する１８歳未満の者」とは、京都市重度心身障害児者日常生活用具給付等要綱別表２中

の区分３に規定する者をいう。 

 
  



（別表６） 
自立支援医療（育成医療）に係る給付期間及び給付の上限額 

区分 年度 給付の上限額（月額） 

所得割額

が３万３

千円未満

の世帯に

属する者 

均等割減免制度の適用がある

とした場合、市民税非課税世

帯に属する者（下欄に掲げる

者を除く） 

令和６年度 2,500 円 

令和７年度 1,900 円 

令和８年度 1,300 円 

令和９年度 700 円 

均等割減免制度の適用がある

とした場合、市民税非課税世

帯に属する者かつ収入が障害

基礎年金及び特別障害者手当

のみである者並びに年収が８

０万円以下の者 

令和６年度 5,000 円 

（高額治療継続者 2,500 円） 

令和７年度 3,800 円 

（高額治療継続者 1,900 円） 

令和８年度 2,500 円 

（高額治療継続者 1,300 円） 

令和９年度 1,300 円 

（高額治療継続者 700 円） 

備考１ 「所得割額が３万３千円未満の世帯に属する者」とは、障害者総合支援法施行令附

則第１３条第２項第３号に規定する者をいう。 

２ 「市民税非課税世帯に属する者」とは、京都市障害者在宅自立支援費支給要綱（以下こ

の表において「要綱」という。）第５条第１項第４号に規定する者をいう。 

３ 「市民税非課税世帯に属する者かつ収入が障害基礎年金及び特別障害者手当のみである

者並びに年収が８０万円以下の者」とは、要綱第５条第１項第５号に規定する者をいう。 

４ 「高額治療継続者」とは、障害者総合支援法施行令第３５条第１項第１号に規定する者

をいう。 

  



（別表７） 
自立支援医療（更生医療）に係る給付期間及び給付の上限額 

区分 年度 給付の上限額（月額） 

所得割額

が３万３

千円未満

の世帯に

属する者 

均等割減免制度の適用がある

とした場合、市民税非課税世

帯に属する者（下欄に掲げる

者を除く） 

令和６年度 7,500 円 

令和７年度 5,700 円 

令和８年度 3,800 円 

令和９年度 1,900 円 

均等割減免制度の適用がある

とした場合、市民税非課税世

帯に属する者かつ収入が障害

基礎年金及び特別障害者手当

のみである者並びに年収が８

０万円以下の者 

令和６年度 10,000 円 

（高額治療継続者 2,500 円） 

令和７年度 7,500 円 

（高額治療継続者 1,900 円） 

令和８年度 5,000 円 

（高額治療継続者 1,300 円） 

令和９年度 2,500 円 

（高額治療継続者 700 円） 

備考１ 「所得割額が３万３千円未満の世帯に属する者」とは、京都市障害者在宅自立支援

費支給要綱（以下この表において「要綱」という。）第５条第１項第３号に規定する者を

いう。 

２ 「市民税非課税世帯に属する者」とは、要綱第５条第１項第４号に規定する者をいう。 

３ 「市民税非課税世帯に属する者かつ収入が障害基礎年金及び特別障害者手当のみである

者並びに年収が８０万円以下の者」とは、要綱第５条第１項第５号に規定する者をいう。 

４ 「高額治療継続者」とは、障害者総合支援法施行令第３５条第１項第１号に規定する者

をいう。 

 

  



（別表８） 
自立支援医療（精神通院医療）に係る給付期間及び給付の上限額 
１ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

区分 年度 給付の上限額（月額） 

所得割額

が３万３

千円未満

の世帯に

属する者 

均等割減免制度の適用がある

とした場合、市民税非課税世

帯に属する者（下欄に掲げる

者を除く） 

令和６年度 7,500 円 

令和７年度 5,700 円 

令和８年度 3,800 円 

令和９年度 1,900 円 

均等割減免制度の適用がある

とした場合、市民税非課税世

帯に属する者かつ収入が障害

基礎年金及び特別障害者手当

のみである者並びに年収が８

０万円以下の者 

令和６年度 10,000 円 

（高額治療継続者 2,500 円） 

令和７年度 7,500 円 

（高額治療継続者 1,900 円） 

令和８年度 5,000 円 

（高額治療継続者 1,300 円） 

令和９年度 2,500 円 

（高額治療継続者 700 円） 

備考１ 「所得割額が３万３千円未満の世帯に属する者」とは、京都市障害者在宅自立支援

費支給要綱（以下この表において「要綱」という。）第５条第１項第３号に規定する者を

いう。 

２ 「市民税非課税世帯に属する者」とは、要綱第５条第１項第４号に規定する者をいう。 

３ 「市民税非課税世帯に属する者かつ収入が障害基礎年金及び特別障害者手当のみである

者並びに年収が８０万円以下の者」とは、要綱第５条第１項第５号に規定する者をいう。 

４ 「高額治療継続者」とは、障害者総合支援法施行令第３５条第１項第１号に規定する者

をいう。 

 
  



２ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者 

区分 年度 給付の上限額（月額） 

所得割額

が３万３

千円未満

の世帯に

属する者 

均等割減免制度の適用がある

とした場合、市民税非課税世

帯に属する者（下欄に掲げる

者を除く） 

令和６年度 指定自立支援医療に要した費

用の額の 100 分の 10 に相当す

る額から 2,500 円を除いた額 

令和７年度 指定自立支援医療に要した費

用の額の 100 分の 10 に相当す

る額から 4,300 円を除いた額 

令和８年度 指定自立支援医療に要した費

用の額の 100 分の 10 に相当す

る額から 6,200 円を除いた額 

令和９年度 指定自立支援医療に要した費

用の額の 100 分の 10 に相当す

る額から 8,100 円を除いた額 

均等割減免制度の適用がある

とした場合、市民税非課税世

帯に属する者かつ収入が障害

基礎年金及び特別障害者手当

のみである者並びに年収が８

０万円以下の者 

令和６年度 指定自立支援医療に要した費

用の額の 100 分の 10 に相当す

る額から 5,000 円を除いた額 

（高額治療継続者 2,500 円） 

令和７年度 指定自立支援医療に要した費

用の額の 100 分の 10 に相当す

る額から 6,200 円を除いた額 

（高額治療継続者 1,900 円） 

令和８年度 指定自立支援医療に要した費

用の額の 100 分の 10 に相当す

る額から 7,500 円を除いた額 

（高額治療継続者 1,300 円） 

令和９年度 指定自立支援医療に要した費

用の額の 100 分の 10 に相当す

る額から 8,700 円を除いた額 

（高額治療継続者 700 円） 

備考１ 「所得割額が３万３千円未満の世帯に属する者」とは、障害者総合支援法施行令第

３５条第２号に規定する者（高額治療継続者以外の者を含む。）をいう。 

２ 「市民税非課税世帯に属する者」とは、障害者総合支援法施行令第３５条第３号に規定

する者（要保護者を除く。）をいう。 

３ 「市民税非課税世帯に属する者かつ収入が障害基礎年金及び特別障害者手当のみである

者並びに年収が８０万円以下の者」とは、障害者総合支援法施行令第３５条第４号に規定

する者（要保護者を除く。）をいう。 

４ 「高額治療継続者」とは、障害者総合支援法施行令第３５条第１項第１号に規定する者

をいう。  



（別表９） 
障害者自立支援医療特別対策費に係る給付期間及び給付の上限額 

区分 年度 給付の上限額（月額） 

所得割額が３万３千円未満の世帯に属す

る者のうち、均等割減免制度の適用がある

とした場合、市民税非課税世帯に属する者

かつ収入が障害基礎年金１級又は特別障

害者手当のみである者並びに収入の合計

額が８０万円以下の者 

令和６年度 2,500 円 

令和７年度 1,900 円 

令和８年度 1,300 円 

令和９年度 700 円 

備考１ 「所得割額が３万３千円未満の世帯に属する者」とは、京都市障害者自立支援医療

特別対策費支給要綱（以下この表において「要綱」という。）第１０条第４項第３号に規

定する者をいう。 
２ 「市民税非課税世帯に属する者かつ収入が障害基礎年金１級又は特別障害者手当のみで

ある者並びに収入の合計額が８０万円以下の者」とは、要綱第１０条第４項第５号に規定

する者をいう。 

 
（別表１０） 
緊急時介護人派遣事業に係る給付期間及び給付の上限額 

区分 年度 給付の上限額（月額） 

所得割額が２８万円未満の世帯に属する

者 
令和６年度 4,600 円 

令和７年度 3,500 円 

令和８年度 2,300 円 

令和９年度 1,200 円 

所得割額が１６万円未満の者の世帯に属

する者 
令和６年度 9,300 円 

令和７年度 7,000 円 

令和８年度 4,700 円 

令和９年度 2,400 円 

備考１ 「所得割額が２８万円未満の世帯に属する者」とは、京都市重度障害者緊急時介護

人派遣事業実施要綱（以下この表において「要綱」という。）第１１条により準用する京

都市地域生活支援事業に係る利用者負担等に関する要綱（以下この表において「利用者負

担要綱」という。）第４条第３号に規定する者をいう。 
２ 「所得割額が１６万円未満の者の世帯に属する者」とは、要綱第１１条により準用する

利用者負担要綱第４条第２号に規定する者をいう。 

 
  



（別表１１） 
入院時支援員派遣事業に係る給付期間及び給付の上限額 

区分 年度 給付の上限額（月額） 

所得割額が２８万円未満の世帯に属する

者 
令和６年度 4,600 円 

令和７年度 3,500 円 

令和８年度 2,300 円 

令和９年度 1,200 円 

所得割額が１６万円未満の者の世帯に属

する者 
令和６年度 9,300 円 

令和７年度 7,000 円 

令和８年度 4,700 円 

令和９年度 2,400 円 

備考１ 「所得割額が２８万円未満の世帯に属する者」とは、京都市重度障害者入院時支援

員派遣事業実施要綱（以下この表において「要綱」という。）第１１条により準用する京

都市地域生活支援事業に係る利用者負担等に関する要綱（以下この表において「利用者負

担要綱」という。）第４条第３号に規定する者をいう。 
２ 「所得割額が１６万円未満の者の世帯に属する者」とは、要綱第１１条により準用する

利用者負担要綱第４条第２号に規定する者をいう。 

 
（別表１２） 
障害者休日・夜間緊急対応支援事業に係る給付期間及び給付の上限額 

区分 年度 給付の上限額（月額） 

所得割額が２８万円未満の世帯に属する

者 
令和６年度 4,600 円 

令和７年度 3,500 円 

令和８年度 2,300 円 

令和９年度 1,200 円 

所得割額が１６万円未満の世帯に属する

者 
令和６年度 9,300 円 

令和７年度 7,000 円 

令和８年度 4,700 円 

令和９年度 2,400 円 

備考１ 「所得割額が２８万円未満の世帯に属する者」とは、京都市障害者休日・夜間緊急

対応支援事業実施要綱（以下この表において「要綱」という。）第１２条により準用する

京都市地域生活支援事業に係る利用者負担等に関する要綱（以下この表において「利用者

負担要綱」という。）第４条第３号に規定する者をいう。 
２ 「所得割額が１６万円未満の世帯に属する者」とは、要綱第１２条により準用する利用

者負担要綱第４条第２号に規定する者をいう。 

  



（別表１３） 
新高額障害福祉サービス費に係る給付期間及び給付額 

年度 給付額（月額） 

令和６年度 均等割減免制度の適用があるとした場合に給付することとなる額 

令和７年度 均等割減免制度の適用があるとした場合に給付することとなる額に

１００分の７５を乗じて得た額 

令和８年度 均等割減免制度の適用があるとした場合に給付することとなる額に

１００分の５０を乗じて得た額 

令和９年度 均等割減免制度の適用があるとした場合に給付することとなる額に

１００分の２５を乗じて得た額 

備考 「均等割減免制度の適用があるとした場合に給付することとなる額」とは、均等割減

免制度の適用があるとした場合に、障害者総合支援法施行令第４３条の５第６項の規定に

より算定した額をいう。 

 
 
（別表１４） 
在宅自立支援給付費（総合上限制度）に係る給付期間及び給付の上限額 

区分 年度 給付の上限額 
（月額） 

所得割額が

１６万円未

満の世帯に

属する者 

均等割減免制度の適用があるとした場合、

市税非課税世帯に属する者（下欄に掲げる

者を除く） 

令和６年度 6,300 円 

令和７年度 4,800 円 

令和８年度 3,200 円 

令和９年度 1,600 円 

均等割減免制度の適用があるとした場合、

市民税非課税世帯に属する者かつ収入が

障害基礎年金及び特別障害者手当のみで

ある者並びに年収が８０万円以下の者 

令和６年度 11,100 円 

令和７年度 8,400 円 

令和８年度 5,600 円 

令和９年度 2,800 円 

備考１ 「所得割額が１６万円未満の世帯に属する者」とは、京都市障害者在宅自立支援費

支給要綱（以下この表において「要綱」という。）第６条第１項第２号に規定する者をい

う。 
２ 「市税非課税世帯に属する者」とは、要綱第６条第１項第３号に規定する者をいう。 
３ 「市民税非課税世帯に属する者かつ収入が障害基礎年金及び特別障害者手当のみである

者並びに年収が８０万円以下の者」とは、要綱第６条第１項第４号に規定する者をいう。 

 
  



（別表１５） 
成年後見制度利用支援事業（後見人等報酬）に係る給付期間及び給付の上限額 

区分 年度 給付の上限額（月額） 

成年被後見人、被保佐人又

は被補助人が施設に入所等

している場合 

令和６年度 18,000 円 

令和７年度 14,000 円 

令和８年度 9,000 円 

令和９年度 5,000 円 

その他の者 令和６年度 28,000 円 

令和７年度 21,000 円 

令和８年度 14,000 円 

令和９年度 7,000 円 

備考１ 京都市成年後見制度利用支援事業実施要綱別表１の（２）及び（３）を満たす者に

限る。 
  ２ 本表に定めるもののほかは、京都市成年後見制度利用支援事業実施要綱に準じる。 

  



（別表１６） 
指定難病の患者に対する特定医療費に係る給付期間及び給付の上限額 

区分 年度 給付の上限額（月額） 

所得割額が

７万１千円

未満の世帯

に属する者 

均等割減免制度の適用が

あるとした場合、市税非課

税世帯に属する者（下欄に

掲げる者を除く） 

令和６年度 5,000 円 

令和７年度 3,800 円 

令和８年度 2,500 円 

令和９年度 1,300 円 

均等割減免制度の適用が

あるとした場合、市税非課

税世帯に属する者かつ年

収が８０万円以下の者 

令和６年度 7,500 円 

（高額難病治療継続者 2,500 円） 

令和７年度 5,700 円 

（高額難病治療継続者 1,900 円） 

令和８年度 3,800 円 

（高額難病治療継続者 1,300 円） 

令和９年度 1,900 円 

（高額難病治療継続者 700 円） 

備考１ 「所得割額が７万１千円未満の世帯に属する者」とは、難病の患者に対する医療等

に関する法律施行令（以下この表において「難病法施行令」という。）第１条第１項第３

号又は第４号ロに規定する者をいう。 
２ 「市税非課税世帯に属する者」とは、難病法施行令第１条第１項第４号イに規定する者

をいう。 
３ 「市税非課税世帯に属する者かつ年収が８０万円以下の者」とは、難病法施行令第１条

第１項第５号に規定する者をいう。 
４ 「高額難病治療継続者」とは、難病法施行令第１条第１項第２号ロに規定する者をいう。 

  



（別表１７） 
国民健康保険における高額療養費に係る給付期間及び給付の上限額 
１ ７０歳から７４歳まで 

区分 年度 給付の上限額（月額） 

均等割減免制度の適用があるとした場合に

おいて、区分Ⅱ【個人単位（外来）】に該当

するとき 

令和６年度 10,000 円 

令和７年度 7,500 円 

令和８年度 5,000 円 

令和９年度 2,500 円 

均等割減免制度の適用があるとした場合に

おいて、区分Ⅱ【世帯単位（外来＋入院）】

に該当するとき 

令和６年度 33,000 円 

（多数回該当 19,800 円） 

令和７年度 24,800 円 

（多数回該当 14,900 円） 

令和８年度 16,500 円 

（多数回該当 9,900 円） 

令和９年度 8,300 円 

（多数回該当 5,000 円） 

均等割減免制度の適用があるとした場合に

おいて、区分Ⅰ【個人単位（外来）】に該当

するとき 

令和６年度 10,000 円 

令和７年度 7,500 円 

令和８年度 5,000 円 

令和９年度 2,500 円 

均等割減免制度の適用があるとした場合に

おいて、区分Ⅰ【世帯単位（外来＋入院）】

に該当するとき 

令和６年度 42,600 円 

（多数回該当 29,400 円） 

令和７年度 32,000 円 

（多数回該当 22,100 円） 

令和８年度 21,300 円 

（多数回該当 14,700 円） 

令和９年度 10,700 円 

（多数回該当 7,400 円） 

備考１ 「７０歳から７４歳まで」とは、国民健康保険法施行令（以下この表において「令」

という。）第２９条の２第３項及び第５項に規定する場合をいう。 
２ 「区分Ⅱ【個人単位（外来）】」及び「区分Ⅰ【個人単位（外来）】」とは、令第２９条の

３第６項第２号に規定する場合をいう。 
３ 「区分Ⅱ【世帯単位（外来＋入院）】」とは、令第２９条の３第４項第５号に規定する場

合をいう。 
４ 「区分Ⅰ【世帯単位（外来＋入院）】」とは、令第２９条の３第４項第６号に規定する場

合をいう。 
５ 「多数回該当」とは、令第２９条の３第１項第１号ただし書きに規定する場合をいう。 

  



２ ７０歳未満 

区分 年度 給付の上限額（月額） 

区分ウ 令和６年度 80,100 円と、療養に要した費用の額から 267,000 円を控除した額に

100 分の 1 を乗じて得た額の合算額から 35,400 円を除いた額 

（多数回該当 19,800 円） 

令和７年度 80,100 円と、療養に要した費用の額から 267,000 円を控除した額に

100 分の 1 を乗じて得た額の合算額から 46,500 円を除いた額 

（多数回該当 14,900 円） 

令和８年度 80,100 円と、療養に要した費用の額から 267,000 円を控除した額に

100 分の 1 を乗じて得た額の合算額から 57,700 円を除いた額 

（多数回該当 9,900 円） 

令和９年度 80,100 円と、療養に要した費用の額から 267,000 円を控除した額に

100 分の 1 を乗じて得た額の合算額から 68,900 円を除いた額 

（多数回該当 5,000 円） 

区分エ 令和６年度 22,200 円 

（多数回該当 19,800 円） 

令和７年度 16,700 円 

（多数回該当 14,900 円） 

令和８年度 11,100 円 

（多数回該当 9,900 円） 

令和９年度 5,600 円 

（多数回該当 5,000 円） 

備考１ 「７０歳未満」とは、国民健康保険法施行令（以下この表において「令」という。）

第２９条の２第１項に規定する場合をいう。 
２ 「区分ウ」とは、令第２９条の３第１項第１号に規定する場合をいう。 
３ 「区分エ」とは、令第２９条の３第１項第４号に規定する場合をいう。 
４ 「多数回該当」とは、令第２９条の３第１項第１号ただし書きに規定する場合をいう。 

  



（別表１８） 
国民健康保険における入院時食事療養費等に係る給付期間及び給付額 
１ 入院時食事療養費 

区分 年度 給付額（一食あたり） 

均等割減免制度の適用

があるとした場合におい

て、区分Ⅱ又は区分オに

該当するとき 

次欄に掲げる者以外の者 令和６年度 270 円 

（長期該当 320 円） 

令和７年度 210 円 

（長期該当 240 円） 

令和８年度 140 円 

（長期該当 160 円） 

令和９年度 70 円 

（長期該当 80 円） 

難病等の者 令和６年度 60 円 

（長期該当 110 円） 

令和７年度 50 円 

（長期該当 90 円） 

令和８年度 30 円 

（長期該当 60 円） 

令和９年度 20 円 

（長期該当 30 円） 

均等割減免制度の適用

があるとした場合にお

いて、区分Ⅰに該当する

とき 

次欄に掲げる者以外の者 令和６年度 400 円 

令和７年度 300 円 

令和８年度 200 円 

令和９年度 100 円 

難病等の者 令和６年度 190 円 

令和７年度 150 円 

令和８年度 100 円 

令和９年度 50 円 

備考１ 「区分Ⅱ」とは、国民健康保険法施行令（以下この表において「令」という。）第

２９条の３第４項第５号に規定する場合をいう。 
２ 「区分オ」とは、令第２９条の３第１項第５号に規定する場合をいう。 
３ 「区分Ⅰ」とは、令第２９条の３第４項第６号に規定する場合をいう。 
４ 「難病等の者」とは、健康保険法施行規則第５８条第４号若しくは第５号に該当する者

をいう。 
５ 「長期該当」とは、「健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標

準負担額」（平成８年厚生省告示第２０３号）第３号に規定する入院日数届出書を提出し

た者であって、入院日数届出書を提出した月以前の１２月以内の入院日数が９０日を超え

るものに相当する場合をいう。 

  



２ 入院時生活療養費のうち、食事の提供に係るもの 

区分 年度 給付額（一食あたり） 

均等割減免制度の適用

があるとした場合におい

て、区分Ⅱ又は区分オ

に該当するとき 

次欄に掲げる者以外の者

であって、入院時生活療

養（Ⅰ）を算定する保険医

療機関に入院する者 

令和６年度 270 円 

令和７年度 210 円 

令和８年度 140 円 

令和９年度 70 円 

次欄に掲げる者以外の者

であって、入院時生活療

養（Ⅱ）を算定する保険医

療機関に入院する者 

令和６年度 230 円 

令和７年度 180 円 

令和８年度 120 円 

令和９年度 60 円 

医療の必要性の高い者

であって、入院時生活療

養（Ⅰ）を算定する保険

医療機関に入院する者 

令和６年度 270 円 

（長期該当 320 円） 

令和７年度 210 円 

（長期該当 240 円） 

令和８年度 140 円 

（長期該当 160 円） 

令和９年度 70 円 

（長期該当 80 円） 

医療の必要性の高い者

であって、入院時生活療

養（Ⅱ）を算定する保険

医療機関に入院する者 

令和６年度 230 円 

（長期該当 280 円） 

令和７年度 180 円 

（長期該当 210 円） 

令和８年度 120 円 

（長期該当 140 円） 

令和９年度 60 円 

（長期該当 70 円） 

難病の者 令和６年度 60 円 

（長期該当 110 円） 

令和７年度 50 円 

（長期該当 90 円） 

令和８年度 30 円 

（長期該当 60 円） 

令和９年度 20 円 

（長期該当 30 円） 

均等割減免制度の適用

があるとした場合にお

いて、区分Ⅰに該当す

るとき 

次欄に掲げる者以外の者

であって、入院時生活療

養（Ⅰ）を算定する保険医

療機関に入院する者 

令和６年度 370 円 

令和７年度 280 円 

令和８年度 190 円 

令和９年度 100 円 

次欄に掲げる者以外の者

であって、入院時生活療

養（Ⅱ）を算定する保険医

令和６年度 330 円 

令和７年度 250 円 

令和８年度 170 円 



療機関に入院する者 令和９年度 90 円 

医療の必要性の高い者

であって、入院時生活療

養（Ⅰ）を算定する保険

医療機関に入院する者 

令和６年度 400 円 

令和７年度 300 円 

令和８年度 200 円 

令和９年度 100 円 

医療の必要性の高い者

であって、入院時生活療

養（Ⅱ）を算定する保険

医療機関に入院する者 

令和６年度 360 円 

令和７年度 270 円 

令和８年度 180 円 

令和９年度 90 円 

難病の者 令和６年度 190 円 

令和７年度 150 円 

令和８年度 100 円 

令和９年度 50 円 

備考１ 「区分Ⅱ」とは、国民健康保険法施行令（以下この表において「令」という。）第

２９条の３第４項第５号に規定する場合をいう。 
２ 「区分オ」とは、令第２９条の３第１項第５号に規定する場合をいう。 
３ 「区分Ⅰ」とは、令第２９条の３第４項第６号に規定する場合をいう。 
４ 「入院時生活療養（Ⅰ）」及び「入院時生活療養（Ⅱ）」とは、「入院時食事療養費に係

る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」（平成

１８年厚生労働省告示第９９号）の入院時生活療養（Ⅰ）及び（Ⅱ）をいう。 
５ 「医療の必要性の高い者」とは、健康保険法施行規則第６２条の３第４号に該当する者

をいう。 
６ 「難病の者」とは、健康保険法施行規則第６２条の３第５号に該当する者をいう。 
７ 「長期該当」とは、「健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標

準負担額」（平成８年厚生省告示第２０３号）第３号に規定する入院日数届出書を提出し

た者であって、入院日数届出書を提出した月以前の１２月以内の入院日数が９０日を超え

るものに相当する場合をいう。 

  



（別表１９） 
国民健康保険における高額介護合算療養費及び高額医療合算介護サービス費等の合計額に

係る給付期間並びに給付の上限額 
１ ７０歳以上介護合算算定基準額 

区分 年度 給付の上限額（年額） 

均等割減免制度の適用があ

るとした場合において、区

分Ⅱに該当するとき 

令和６年度 250,000 円 

令和７年度 190,000 円 

令和８年度 130,000 円 

令和９年度 70,000 円 

均等割減免制度の適用があ

るとした場合において、区

分Ⅰに該当するとき 

令和６年度 370,000 円 

令和７年度 280,000 円 

令和８年度 190,000 円 

令和９年度 100,000 円 

備考１ 「７０歳以上介護合算算定基準額」とは、国民健康保険法施行令（以下この表にお

いて「令」という。）第２９条の４の２第２項に規定する場合をいう。 
２ 「区分Ⅱ」とは、令第２９条の４の３第３項第５号に規定する場合をいう。 
３ 「区分Ⅰ」とは、令第２９条の４の３第３項第６号に規定する場合をいう。 

 
２ 介護合算算定基準額 

区分 年度 給付の上限額（年額） 

区分ウ 令和６年度 330,000 円 

令和７年度 250,000 円 

令和８年度 170,000 円 

令和９年度 90,000 円 

区分エ 令和６年度 260,000 円 

令和７年度 200,000 円 

令和８年度 130,000 円 

令和９年度 70,000 円 

備考１ 「介護合算算定基準額」とは、国民健康保険法施行令（以下この表において「令」

という。）第２９条の４の２第１項に規定する場合をいう。 
２ 「区分ウ」とは、令第２９条の４の３第１項第１号に規定する場合をいう。 
３ 「区分エ」とは、令第２９条の４の３第１項第４号に規定する場合をいう。 

 
  



（別表２０） 
後期高齢者医療制度における高額療養費に係る給付期間及び給付の上限額 

区分 年度 給付の上限額（月額） 

均等割減免制度の適用があるとした場合にお

いて、区分Ⅱ【個人単位（外来）】に該当する

とき 

令和６年度 10,000 円 

令和７年度 7,500 円 

令和８年度 5,000 円 

令和９年度 2,500 円 

均等割減免制度の適用があるとした場合にお

いて、区分Ⅱ【世帯単位（外来＋入院）】に該

当するとき 

令和６年度 33,000 円 

（多数回該当 19,800 円） 

令和７年度 24,800 円 

（多数回該当 14,900 円） 

令和８年度 16,500 円 

（多数回該当 9,900 円） 

令和９年度 8,300 円 

（多数回該当 5,000 円） 

均等割減免制度の適用があるとした場合にお

いて、区分Ⅰ【個人単位（外来）】に該当する

とき 

令和６年度 10,000 円 

令和７年度 7,500 円 

令和８年度 5,000 円 

令和９年度 2,500 円 

均等割減免制度の適用があるとした場合にお

いて、区分Ⅰ【世帯単位（外来＋入院）】に該

当するとき 

令和６年度 42,600 円 

（多数回該当 29,400 円） 

令和７年度 32,000 円 

（多数回該当 22,100 円） 

令和８年度 21,300 円 

（多数回該当 14,700 円） 

令和９年度 10,700 円 

（多数回該当 7,400 円） 

備考１ 「区分Ⅱ【個人単位（外来）】」及び「区分Ⅰ【個人単位（外来）】」とは、高齢者の

医療の確保に関する法律施行令（以下この表において「令」という。）第１５条第３項第

２号に規定する場合をいう。 
２ 「区分Ⅱ【世帯単位（外来＋入院）】」とは、令第１５条第１項第５号に規定する場合を

いう。 
３ 「区分Ⅰ【世帯単位（外来＋入院）】」とは、令第１５条第１項第６号に規定する場合を

いう。 
４ 「多数回該当」とは、令第１５条第１項第１号ただし書きに規定する場合をいう。 

  



（別表２１） 
後期高齢者医療制度における入院時食事療養費等に係る給付期間及び給付額 
１ 入院時食事療養費 

区分 年度 給付額（一食あたり） 

均等割減免制度の適用

があるとした場合におい

て、区分Ⅱに該当すると

き 

次欄に掲げる者以外の者 令和６年度 270 円 

（長期該当 320 円） 

令和７年度 210 円 

（長期該当 240 円） 

令和８年度 140 円 

（長期該当 160 円） 

令和９年度 70 円 

（長期該当 80 円） 

難病の者 令和６年度 60 円 

（長期該当 110 円） 

令和７年度 50 円 

（長期該当 90 円） 

令和８年度 30 円 

（長期該当 60 円） 

令和９年度 20 円 

（長期該当 30 円） 

均等割減免制度の適用

があるとした場合にお

いて、区分Ⅰに該当する

とき 

次欄に掲げる者以外の者 令和６年度 400 円 

令和７年度 300 円 

令和８年度 200 円 

令和９年度 100 円 

難病の者 令和６年度 190 円 

令和７年度 150 円 

令和８年度 100 円 

令和９年度 50 円 

備考１ 「区分Ⅱ」とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令（以下この表において「令」

という。）第１５条第１項第５号に規定する場合をいう。 
２ 「区分Ⅰ」とは、令第１５条第１項第６号に規定する場合をいう。 
３ 「難病の者」とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第３５条第３号に該当す

る者をいう。 
４ 「長期該当」とは、「後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額」

（平成１９年厚生労働省告示第３９５号）第１号の表の規則第３５条第１号に該当する者

の項中に規定する入院日数届出被保険者であって、同項中に規定する入院日数届出書を提

出した月以前の１２月以内の入院日数が９０日を超えるものに相当する場合をいう。 

 
  



２ 入院時生活療養費のうち、食事の提供に係るもの 

区分 年度 給付額（一食あたり） 

均等割減免制度の

適用があるとした場

合において、区分Ⅱ

に該当するとき 

次欄に掲げる者以外の者であ

って、入院時生活療養（Ⅰ）を

算定する保険医療機関に入院

する者 

令和６年度 270 円 

（長期該当 320 円） 

令和７年度 210 円 

（長期該当 240 円） 

令和８年度 140 円 

（長期該当 160 円） 

令和９年度 70 円 

（長期該当 80 円） 

次欄に掲げる者以外の者であ

って、入院時生活療養（Ⅱ）を

算定する保険医療機関に入院

する者 

令和６年度 230 円 

（長期該当 280 円） 

令和７年度 180 円 

（長期該当 210 円） 

令和８年度 120 円 

（長期該当 140 円） 

令和９年度 60 円 

（長期該当 70 円） 

難病の者 令和６年度 60 円 

（長期該当 110 円） 

令和７年度 50 円 

（長期該当 90 円） 

令和８年度 30 円 

（長期該当 60 円） 

令和９年度 20 円 

（長期該当 30 円） 

均等割減免制度の

適用があるとした場

合において、区分Ⅰ

に該当するとき 

次欄に掲げる者以外の者であ

って、入院時生活療養（Ⅰ）を

算定する保険医療機関に入院

する者 

令和６年度 370 円 

令和７年度 280 円 

令和８年度 190 円 

令和９年度 100 円 

次欄に掲げる者以外の者であ

って、入院時生活療養（Ⅱ）を

算定する保険医療機関に入院

する者 

令和６年度 330 円 

令和７年度 250 円 

令和８年度 170 円 

令和９年度 90 円 

医療の必要性の高い者であっ

て、入院時生活療養（Ⅰ）を算

定する保険医療機関に入院す

る者 

令和６年度 400 円 

令和７年度 300 円 

令和８年度 200 円 

令和９年度 100 円 

医療の必要性の高い者であっ

て、入院時生活療養（Ⅱ）を算

定する保険医療機関に入院す

令和６年度 360 円 

令和７年度 270 円 

令和８年度 180 円 



る者 令和９年度 90 円 

難病の者 令和６年度 190 円 

令和７年度 150 円 

令和８年度 100 円 

令和９年度 50 円 

備考１ 「区分Ⅱ」とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令（以下この表において「令」

という。）第１５条第１項第５号に規定する場合をいう。 
２ 「区分Ⅰ」とは、令第１５条第１項第６号に規定する場合をいう。 
３ 「入院時生活療養（Ⅰ）」及び「入院時生活療養（Ⅱ）」とは、「入院時食事療養費に係

る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」（平成

１８年厚生労働省告示第９９号）の入院時生活療養（Ⅰ）及び（Ⅱ）をいう。 
４ 「難病の者」とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（以下この表において「規

則」という。）第４０条第５号に該当する者をいう。 
５ 「医療の必要性の高い者」とは、規則第４０条第４号に該当する者をいう。 
６ 「長期該当」とは、「後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額」

（平成１９年厚生労働省告示第３９５号）第１号の表の規則第３５条第１号に該当する者

の項中に規定する入院日数届出被保険者であって、同項中に規定する入院日数届出書を提

出した月以前の１２月以内の入院日数が９０日を超えるものに相当する場合をいう。ただ

し、療養病床に医療の必要性の高い者以外の者が入院する場合を除く。 

  



（別表２２） 
後期高齢者医療制度における高額介護合算療養費及び高額医療合算介護サービス費等の合

計額に係る給付期間並びに給付の上限額 

区分 年度 給付の上限額（年額） 

均等割減免制度の適用があ

るとした場合において、区

分Ⅱに該当するとき 

令和６年度 250,000 円 

令和７年度 190,000 円 

令和８年度 130,000 円 

令和９年度 70,000 円 

均等割減免制度の適用があ

るとした場合において、区

分Ⅰに該当するとき 

令和６年度 370,000 円 

令和７年度 280,000 円 

令和８年度 190,000 円 

令和９年度 100,000 円 

備考１ 「区分Ⅱ」とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令（以下この表において「令」

という。）第１６条の３第１項第５号に規定する場合をいう。 
２ 「区分Ⅰ」とは、令第１６条の３第１項第６号に規定する場合をいう。 

 
 
 
  



（別表２３） 
老人医療費支給事業（高額医療費）に係る給付期間及び給付の上限額 

区分 年度 給付の上限額（月額） 

個人単位（外来） 令和６年度 10,000 円 

令和７年度 7,500 円 

令和８年度 5,000 円 

令和９年度 2,500 円 

世帯単位（外来＋入院） 令和６年度 33,000 円 

（多数回該当 19,800 円） 

令和７年度 24,800 円 

（多数回該当 14,900 円） 

令和８年度 16,500 円 
（多数回該当 9,900 円） 

令和９年度 8,300 円 
（多数回該当 5,000 円） 

備考１ 「個人単位（外来）」とは、７０歳に到達した月の翌月に受ける療養に係る国民健

康保険法第５７条の２の規定の適用があるとした場合において、国民健康保険法施行令

（以下この表において「令」という。）第２９条の３第６項第１号に規定する場合をいう。 
２ 「世帯単位（外来＋入院）」とは、７０歳に到達した月の翌月に受ける療養に係る国民

健康保険法第５７条の２の規定の適用があるとした場合において、令第２９条の３第４項

第１号に規定する場合をいう。 
３ 「多数回該当」とは、７０歳に到達した月の翌月に受ける療養に係る国民健康保険法第

５７条の２の規定の適用があるとした場合において、令第２９条の３第１項第１号ただし

書きに規定する場合をいう。 

 
 
  



（別表２４） 
介護保険における特定入所者介護サービス費等に係る給付期間及び給付額 
１ 食費部分 

区分 年度 
給付の上限額 
（日額） 

均等割減免制度の適

用があるとした場合

において、第２段階

（食費）に該当すると

き 

短期入所 令和６年度 845 円 

令和７年度及び令和８年度 635 円 

令和９年度及び令和１０年度 425 円 

令和１１年度及び令和１２年度 215 円 

施設入所 令和６年度 1,055 円 

令和７年度及び令和８年度 795 円 

令和９年度及び令和１０年度 535 円 

令和１１年度及び令和１２年度 265 円 

均等割減免制度の適

用があるとした場合

において、第３段階①

（食費）に該当すると

き 

短期入所 令和６年度 445 円 

令和７年度及び令和８年度 335 円 

令和９年度及び令和１０年度 225 円 

令和１１年度及び令和１２年度 115 円 

施設入所 令和６年度 795 円 

令和７年度及び令和８年度 605 円 

令和９年度及び令和１０年度 405 円 

令和１１年度及び令和１２年度 205 円 

均等割減免制度の適

用があるとした場合

において、第３段階②

（食費）に該当すると

き 

短期入所 令和６年度 145 円 

令和７年度及び令和８年度 115 円 

令和９年度及び令和１０年度 75 円 

令和１１年度及び令和１２年度 45 円 

施設入所 令和６年度 85 円 

令和７年度及び令和８年度 65 円 

令和９年度及び令和１０年度 45 円 

令和１１年度及び令和１２年度 25 円 

備考１ 「第２段階（食費）」とは、「介護保険法第５１条の３第２項第１号及び第６１条の

３第２項第１号に規定する食費の負担限度額」（平成１７年厚生労働省告示第４１３号。

以下この表において「食費負担限度額告示」という。）の表の五の項又は六の項に規定す

る者をいう。 
２ 「第３段階①（食費）」とは、食費負担限度額告示の表の三の項又は四の項に規定する

者をいう。 
３ 「第３段階②（食費）」とは、食費負担限度額告示の表の一の項又は二の項に規定する

者をいう。 
４ 「短期入所」とは、食費負担限度額告示の表の一の項中に規定する短期入所生活介護若

しくは短期入所療養介護又は介護予防短期入所生活介護若しくは介護予防短期入所療養

介護をいう。 
５ 「施設入所」とは、食費負担限度額告示の表の二の項中に規定する前の項に掲げる特定

介護サービス以外の特定介護サービスをいう。 



 
２ 居住費部分 

区分 年度 給付の上限額 
（日額） 

均等割減免制

度の適用があ

るとした場合

において、第

２段階（居住

費）に該当す

るとき 

ユニット型個室 令和６年度 1,186 円 

令和７年度及び令和８年度 896 円 

令和９年度及び令和１０年度 596 円 

令和１１年度及び令和１２年度 306 円 

ユニット型個室的多

床室 
令和６年度 1,178 円 

令和７年度及び令和８年度 888 円 

令和９年度及び令和１０年度 598 円 

令和１１年度及び令和１２年度 298 円 

従来型個室（特養等） 令和６年度 751 円 

令和７年度及び令和８年度 571 円 

令和９年度及び令和１０年度 381 円 

令和１１年度及び令和１２年度 191 円 

従来型個室（老健・医

療院等） 
令和６年度 1,178 円 

令和７年度及び令和８年度 888 円 

令和９年度及び令和１０年度 598 円 

令和１１年度及び令和１２年度 298 円 

多床室（特養等） 令和６年度 485 円 

令和７年度及び令和８年度 365 円 

令和９年度及び令和１０年度 245 円 

令和１１年度及び令和１２年度 125 円 

多床室（老健・医療院

等） 
令和６年度 7 円 

令和７年度及び令和８年度 7 円 

令和９年度及び令和１０年度 7 円 

令和１１年度及び令和１２年度 7 円 

均等割減免制

度の適用があ

るとした場合

において、第

３段階①（居

住費）及び第

３段階②（居

住費）に該当

するとき 

ユニット型個室 令和６年度 696 円 

令和７年度及び令和８年度 526 円 

令和９年度及び令和１０年度 356 円 

令和１１年度及び令和１２年度 176 円 

ユニット型個室的多

床室 

令和６年度 358 円 

令和７年度及び令和８年度 278 円 

令和９年度及び令和１０年度 188 円 

令和１１年度及び令和１２年度 98 円 

従来型個室（特養等） 令和６年度 351 円 

令和７年度及び令和８年度 271 円 

令和９年度及び令和１０年度 181 円 

令和１１年度及び令和１２年度 91 円 

従来型個室（老健・医 令和６年度 358 円 



療院等） 令和７年度及び令和８年度 278 円 

令和９年度及び令和１０年度 188 円 

令和１１年度及び令和１２年度 98 円 

多床室（特養等） 令和６年度 485 円 

令和７年度及び令和８年度 365 円 

令和９年度及び令和１０年度 245 円 

令和１１年度及び令和１２年度 125 円 

多床室（老健・医療院

等） 

令和６年度 7 円 

令和７年度及び令和８年度 7 円 

令和９年度及び令和１０年度 7 円 

令和１１年度及び令和１２年度 7 円 

備考１ 「第２段階（居住費）」とは、「介護保険法第５１条の３第２項第２号に規定する居

住費の負担限度額及び同法第６１条の３第２項第２号に規定する滞在費の負担限度額」

（平成１７年厚生労働省告示第４１４号。以下この表において「居住費負担限度額告示」

という。）の表の二の項に規定する者をいう。 
２ 「第３段階①（居住費）及び第３段階②（居住費）」とは、居住費負担限度額告示の表

の一の項に規定する者をいう。 
３ 「ユニット型個室」とは、居住費負担限度額告示の表備考一に規定するユニット型個室

をいう。 
４ 「ユニット型個室的多床室」とは、居住費負担限度額告示の表備考二に規定するユニッ

ト型個室的多床室をいう。 
５ 「従来型個室（特養等）」とは、居住費負担限度額告示の表備考三に規定する従来型個

室（特養等）をいう。 
６ 「従来型個室（老健・医療院等）」とは、居住費負担限度額告示の表備考四に規定する

従来型個室（老健・医療院等）をいう。 
７ 「多床室（特養等）」とは、居住費負担限度額告示の表備考五に規定する多床室（特養

等）をいう。 
８ 「多床室（老健・医療院等）」とは、居住費負担限度額告示の表備考六に規定する多床

室（老健・医療院等）をいう。 

  



（別表２５） 
介護保険における高額介護サービス費等に係る給付期間及び給付の上限額 

区分 年度 給付の上限額（月額） 

均等割減免制度の適用があるとした場合におい

て、第２段階（個人）に該当するとき 
令和６年度 29,400 円 

令和７年度 22,100 円 

令和８年度 14,700 円 

令和９年度 7,400 円 

均等割減免制度の適用があるとした場合におい

て、第３段階又は第２段階（世帯）に該当すると

き 

令和６年度 19,800 円 

令和７年度 14,900 円 

令和８年度 9,900 円 

令和９年度 5,000 円 

備考１ 「第４段階（課税所得３８０万円未満）」とは、高額介護サービス費等の支給に際

し、介護保険法施行令第２２条の２の２第２項又は同令第２９条の２の２第２項の規定が

適用される場合をいう。 
２ 「第２段階（個人）」とは、高額介護サービス費等の支給に際し、介護保険法施行令第

２２条の２の２第９項又は同令第２９条の２の２第９項の規定が適用される場合をいう。 
３ 「第３段階又は第２段階（世帯）」とは、高額介護サービス費等の支給に際し、介護保

険法施行令第２２条の２の２第７項に規定するとき又は同令第２９条の２の２第７項の

規定が適用される場合をいう。 

  



（別表２６） 
介護保険における高額医療合算介護サービス費等及び高額介護合算療養費の合計額に係る

給付期間並びに給付の上限額 

区分 年度 給付の上限額（年額） 

７０歳以上 令和６年度 250,000 円 

令和７年度 190,000 円 

令和８年度 130,000 円 

令和９年度 70,000 円 

７０歳未満 
（世帯員各々の基礎控除後の総所得金額等

の合計が 210 万円以下） 

令和６年度 330,000 円 

令和７年度 250,000 円 

令和８年度 170,000 円 

令和９年度 90,000 円 

７０歳未満 
（世帯員各々の基礎控除後の総所得金額等

の合計が 210 万円超～600 万円以下） 

令和６年度 260,000 円 

令和７年度 200,000 円 

令和８年度 130,000 円 

令和９年度 70,000 円 

備考１ 「７０歳以上」とは、介護保険法施行令第２２条の３第６項第３号イ及び同条第７

項第１号イ並びに同条第７項第２号イに規定する者をいう。 
２ 「７０歳未満（世帯員各々の基礎控除後の総所得金額等の合計が 210 万円以下）」とは、

介護保険法施行令第２２条の３第６項第１号ニ及び第２号ニに規定する者をいう。 
３ 「７０歳未満（世帯員各々の基礎控除後の総所得金額等の合計が 210 万円超～600 万円

以下）」とは、介護保険法施行令第２２条の３第６項第１号イ及び第２号イに規定する者

をいう。 

 
 
（別表２７） 
高等職業訓練促進給付金等事業（訓練促進給付金）に係る給付期間及び給付額 

年度 給付額（月額） 

令和６年度 29,500 円 

令和７年度 22,200 円 

令和８年度 14,800 円 

令和９年度 7,400 円 

 
  



（別表２８） 
高校進学・修学支援金支給事業（学用品購入等助成金）に係る給付期間及び給付額 

年度 給付額 

令和６年度 均等割減免制度の適用があるとした場合に給付することとなる額 

令和７年度 均等割減免制度の適用があるとした場合に給付することとなる額

に１００分の７５を乗じて得た額 

令和８年度 均等割減免制度の適用があるとした場合に給付することとなる額

に１００分の５０を乗じて得た額 

令和９年度 均等割減免制度の適用があるとした場合に給付することとなる額

に１００分の２５を乗じて得た額 

備考 「均等割減免制度の適用があるとした場合に給付することとなる額」とは、均等割減

免制度の適用があるとした場合に、京都市高校修学支援奨学金給付要綱第４条の規定によ

り算出した額をいう。 

 
（別表２９） 
スマイルママ・ホッと事業に係る給付期間及び給付額 

区分 年度 給付額（日額） 

産後ショートステイ 
（階層区分Ｂ） 

令和６年度 4,440 円 

令和７年度 3,330 円 

令和８年度 2,220 円 

令和９年度 1,110 円 

産後デイケア 
（階層区分Ｂ） 

令和６年度 2,200 円 

令和７年度 1,650 円 

令和８年度 1,100 円 

令和９年度 550 円 

備考 表中の区分は、京都市スマイルママ・ホッと事業実施要綱別表２の規定による。 

 
  



（別表３０） 
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業に係る給付期間及び給付額 

区分 年度 給付額（月額） 

Ｃ階層 徴収基準額 令和６年度 1,150 円 

令和７年度 870 円 

令和８年度 580 円 

令和９年度 290 円 

徴収基準加算額 令和６年度 120 円 

令和７年度 90 円 

令和８年度 60 円 

令和９年度 30 円 

備考 表中の区分は、京都市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱別表２

の規定による。 

 
（別表３１） 
子育て支援短期利用事業に係る給付期間及び給付額 

区分 年度 給付額（日額） 

ショートステイ 
（その他世帯かつひとり

親世帯以外の世帯） 

２歳未満 令和６年度 4,250 円 

令和７年度 3,200 円 

令和８年度 2,150 円 

令和９年度 1,100 円 

２歳以上 令和６年度 1,750 円 

令和７年度 1,350 円 

令和８年度 900 円 

令和９年度 450 円 

トワイライトステイ 
（その他世帯） 

令和６年度 450 円 

令和７年度 350 円 

令和８年度 250 円 

令和９年度 150 円 

備考 表中の区分は、京都市子育て支援短期利用事業実施要綱別表１の規定による。 

 
  



（別表３２） 
障害児入所給付費に係る給付期間及び給付の上限額 

区分 年度 給付の上限額（月額） 

市町村民税所得割額 

３万３千円未満 
令和６年度 3,000 円 

令和７年度及び令和８年度 2,250 円 

令和９年度及び令和１０年度 1,500 円 

令和１１年度及び令和１２年度 750 円 

備考 表中の区分は、京都市障害児入所支援利用者負担助成要綱別表の規定による。 

 
（別表３３） 
小児慢性特定疾病医療費に係る給付期間及び給付の上限額 

区分 年度 給付の上限額（月額） 

均等割減免制度の

適用があるとした

場合において、低所

得Ⅰに該当する者 

一般所得Ⅰ 次欄に掲げ

る場合以外

の場合 

令和６年度 3,750 円 

令和７年度 2,900 円 

令和８年度 1,900 円 

令和９年度 1,000 円 

重症 令和６年度 1,250 円 

令和７年度 1,000 円 

令和８年度 700 円 

令和９年度 400 円 

均等割減免制度の

適用があるとした

場合において、低所

得Ⅱに該当する者 

一般所得Ⅰ 令和６年度 2,500 円 

令和７年度 1,900 円 

令和８年度 1,300 円 

令和９年度 700 円 

備考１ 「低所得Ⅰ」とは、「小児慢性特定疾病医療費の支給認定について（平成２６年１

２月３日付け雇児発１２０３第２号）」の別紙（以下この表において「国要綱」という。）

別表２中の階層区分Ⅱの項に規定する者をいう。 
２ 「低所得Ⅱ」とは、国要綱別表２中の階層区分Ⅲの項に規定する者をいう。 
３ 「一般所得Ⅰ」とは、国要綱別表２中の階層区分Ⅳの項に規定する者をいう。 
４ 「重症」とは、受給者が国要綱第１の１０に規定する重症患者に該当する者として、都

道府県等から認定を受けた場合をいう。 

  



（別表３４） 
時間外（延長）保育事業に係る給付期間及び給付額 
１ 民間保育園等 

区分 年度 
給付額（月額） 

１時間延長 ２時間延長 ３時間延長 

短時間認

定子ども 

均等割減免制度の適

用があるとした場合、

第２階層（その他の世

帯）に該当する世帯 

令和６年度 1,500 円 3,000 円 4,500 円 

令和７年度 1,200 円 2,400 円 3,600 円 

令和８年度 800 円 1,600 円 2,400 円 

令和９年度 400 円 800 円 1,200 円 

均等割減免制度の適

用があるとした場合、

第２階層（ひとり親世

帯等）に該当する世帯 

令和６年度 2,500 円 5,000 円 7,500 円 

令和７年度 1,900 円 3,800 円 5,700 円 

令和８年度 1,300 円 2,600 円 3,900 円 

令和９年度 700 円 1,400 円 2,100 円 

標準時間

認定子ど

も 

均等割減免制度の適

用があるとした場合、

第２階層（その他の世

帯）に該当する世帯 

令和６年度 1,500 円 3,000 円 - 

令和７年度 1,200 円 2,400 円 - 

令和８年度 800 円 1,600 円 - 

令和９年度 400 円 800 円 - 

均等割減免制度の適

用があるとした場合、

第２階層（ひとり親世

帯等）に該当する世帯 

令和６年度 2,500 円 5,000 円 - 

令和７年度 1,900 円 3,800 円 - 

令和８年度 1,300 円 2,600 円 - 

令和９年度 700 円 1,400 円 - 

備考 表中の区分は、京都市時間外（延長）保育事業実施要綱別表１の規定による。 

 
２ 家庭的保育事業等実施事業所 

区分 年度 給付額（月額） 

１時間延長 ２時間延長 ３時間延長 

短時間認

定子ども 
均等割減免制度の適

用があるとした場合、

第２階層（その他の世

帯）に該当する世帯 

令和６年度 1,300 円 2,600 円 3,900 円 

令和７年度 1,000 円 2,000 円 3,000 円 

令和８年度 700 円 1,300 円 2,000 円 

令和９年度 400 円 700 円 1,000 円 

均等割減免制度の適

用があるとした場合、

第２階層（ひとり親世

帯等）に該当する世帯 

令和６年度 2,200 円 4,400 円 6,600 円 

令和７年度 1,700 円 3,300 円 5,000 円 

令和８年度 1,100 円 2,200 円 3,300 円 

令和９年度 600 円 1,100 円 1,700 円 

標準時間

認定子ど

も 

均等割減免制度の適

用があるとした場合、

第２階層（その他の世

帯）に該当する世帯 

令和６年度 1,300 円 2,600 円 - 

令和７年度 1,000 円 2,000 円 - 

令和８年度 700 円 1,300 円 - 

令和９年度 400 円 700 円 - 

均等割減免制度の適

用があるとした場合、

第２階層（ひとり親世

令和６年度 2,200 円 4,400 円 - 

令和７年度 1,700 円 3,300 円 - 

令和８年度 1,100 円 2,200 円 - 



帯等）に該当する世帯 令和９年度 600 円 1,100 円 - 

備考 表中の区分は、京都市時間外（延長）保育事業実施要綱別表１の規定による。 

  



（別表３５） 
一時預かり事業に係る給付期間及び給付額 
１ 休日以外における利用 

区分 年度 給付額（日額） 

裁判員制度のための

保育サービス以外 
３歳未満児 令和６年度 1,300 円 

令和７年度 1,000 円 

令和８年度 700 円 

令和９年度 400 円 

３歳以上児 令和６年度 700 円 

令和７年度 600 円 

令和８年度 400 円 

令和９年度 200 円 

裁判員制度のための

保育サービス 
３歳未満児 令和６年度 1,300 円 

令和７年度 1,000 円 

令和８年度 700 円 

令和９年度 400 円 

３歳以上児 令和６年度 700 円 

令和７年度 600 円 

令和８年度 400 円 

令和９年度 200 円 

備考 表中の区分は、京都市一時預かり事業（一般型）実施要綱別表１の規定による。 

 
２ 休日における利用 

区分 年度 給付額（日額） 

利用時間が午前 8 時

30 分から午後 5時ま

での範囲内である場

合 

３歳未満児 令和６年度 1,300 円 

令和７年度 1,000 円 

令和８年度 700 円 

令和９年度 400 円 

３歳以上児 令和６年度 700 円 

令和７年度 600 円 

令和８年度 400 円 

令和９年度 200 円 

利用時間が午前 8 時

30 分から午後 5時ま

での時間帯を超える

場合 

３歳未満児 令和６年度 1,600 円 

令和７年度 1,200 円 

令和８年度 800 円 

令和９年度 400 円 

３歳以上児 令和６年度 900 円 

令和７年度 700 円 

令和８年度 500 円 

令和９年度 300 円 

備考 表中の区分は、京都市一時預かり事業（一般型）実施要綱別表１の規定による。 



（別表３６） 
病児・病後児保育事業に係る給付期間及び給付額 

区分 年度 給付額（日額） 

利用者がその他の世帯に属するとき 令和６年度 2,000 円 

令和７年度 1,500 円 

令和８年度 1,000 円 

令和９年度 500 円 

備考 表中の区分は、京都市病児・病後児保育事業実施要綱別表１の規定による。 

 


